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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成30年10月18日(2018.10.18)

【公開番号】特開2018-34716(P2018-34716A)
【公開日】平成30年3月8日(2018.3.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-009
【出願番号】特願2016-170813(P2016-170813)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｒ  11/02     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   5/00     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   5/38     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   5/32     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   5/36     (2006.01)
   Ｂ６０Ｋ  35/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  16/027    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  27/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｒ   11/02     　　　Ｃ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５０Ｃ
   Ｇ０９Ｇ    5/38     　　　Ｚ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｈ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｖ
   Ｇ０９Ｇ    5/32     ６１０Ｚ
   Ｇ０９Ｇ    5/36     ５１０Ａ
   Ｂ６０Ｋ   35/00     　　　Ｚ
   Ｂ６０Ｋ   35/00     　　　Ａ
   Ｂ６０Ｒ   16/02     ６４０Ｋ
   Ｂ６０Ｒ   16/027    　　　Ｔ
   Ｇ０２Ｂ   27/01     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月6日(2018.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のハンドル（９）に対してドライバが所定操作を行うことで、制御対象機器（６）
の制御を行う車両用操作システム（１）において、
　ドライバの視線位置を算出する視線位置算出部（２ｃ）と、
　前記視線位置算出部の算出結果と、前記ハンドルの座標位置とを用い、ドライバの視線
位置から見て前記ハンドルの奥側に設けられている表示部（７，８）において、ハンドル
とダッシュボード（１０）との間に設けられるメータディスプレイ（７）とヘッドアップ
ディスプレイ（８）とに跨った箇所において当該ハンドルの陰に隠れない表示位置を算出
する表示位置算出部（２ｄ）と、
　前記ハンドルに対する操作の内容を示す表示情報を前記表示位置に表示させる表示制御
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部（２ｅ）と、を備えた車両用操作システム。
【請求項２】
　請求項１に記載した車両用操作システムにおいて、
　前記表示位置算出部は、前記ハンドルの上方に対応する箇所を前記表示位置として算出
する車両用操作システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載した車両用操作システムにおいて、
　前記表示位置算出部は、前記メータディスプレイにおいて前記表示位置を算出する車両
用操作システム。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一項に記載した車両用操作システムにおいて、
　前記表示制御部は、前記表示情報を前記ハンドルの形状に沿う表示態様で前記表示位置
に表示させる車両用操作システム。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一項に記載した車両用操作システムにおいて、
　前記表示制御部は、操作の内容が互いに異なる複数の前記表示情報を互いに異なる複数
の前記表示位置に表示させる車両用操作システム。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一項に記載した車両用操作システムにおいて、
　撮影部（５）により撮影されたドライバの顔を含む映像を認識する映像認識部（２ｂ）
を備え、
　前記視線位置算出部は、前記映像認識部の認識結果を用い、ドライバの顔位置を算出し
、ドライバの視線位置を算出する車両用操作システム。
【請求項７】
　車両のハンドル（９）に対してドライバが所定操作を行うことで、制御対象機器（６）
の制御を行う車両用操作システム（１）の制御部（２）に、
　ドライバの視線位置を算出する視線位置算出手順と、
　前記視線位置算出手順の算出結果と、前記ハンドルの座標位置とを用い、ドライバの視
線位置から見て前記ハンドルの奥側に設けられている表示部（７，８）において、ハンド
ルとダッシュボード（１０）との間に設けられるメータディスプレイ（７）とヘッドアッ
プディスプレイ（８）とに跨った箇所において当該ハンドルの陰に隠れない表示位置を算
出する表示位置算出手順と、
　前記ハンドルに対する操作の内容を示す表示情報を前記表示位置に表示させる表示制御
手順と、を実行させるコンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　請求項１に記載した発明によれば、車両のハンドル（９）に対してドライバが所定操作
を行うことで、制御対象機器（６）の制御を行う車両用操作システム（１）において、視
線位置算出部（２ｃ）は、ドライバの視線位置を算出する。表示位置算出部（２ｄ）は、
視線位置算出部の算出結果と、ハンドルの座標位置とを用い、ドライバの視線位置から見
てハンドルの奥側に設けられている表示部（７，８）において、ハンドルとダッシュボー
ド（１０）との間に設けられるメータディスプレイ（７）とヘッドアップディスプレイ（
８）とに跨った箇所において当該ハンドルの陰に隠れない表示位置を算出する。表示制御
部（２ｅ）は、ハンドルに対する操作の内容を示す表示情報を表示位置に表示させる。
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